
令和 2 年度 第 4 回丸亀城石垣崩落対策本部会議録 
 

 

１ 開催日時 令和２年５月１８日（月）午前９時４５分～午前９時５５分 

 

２ 開催場所 本館２階 第３会議室 

 

３ 議  事  
⑴帯曲輪石垣の石材置き場について 

・三の丸石垣を綾歌総合運動公園、帯曲輪石垣を丸亀市総合運動公園多目的広場予定地

に置くことにしており、資料の赤色で囲んだ部分が現時点の石材置場可能範囲で、当

初 2,700 石を置く予定にしていたが 1,800 石になる。 

・石垣解体工事が３ヵ月程度遅れているため、令和４年３月までに予定地から全ての石

材を搬出できないおそれがあるため、スポーツ推進課と協議を行い、丸亀市総合運動

公園陸上競技場としたい。 

・陸上競技場内に帯曲輪の石材を置き、北側の三角地に栗石、盛土等を置く予定にして

いる。 

・陸上競技場の現状は、陸上競技での使用は、ほぼしておらず、主な利用はサッカー、

駐車場、イベント、企業・団体の運動会等でスポーツ少年団の定期的な利用はない。

その他、香川県警の緊急ヘリポートおよび防災ヘリポートとして利用予定だが、スポ

ーツ推進課が関係部署と調整を行っている。また、令和２年度中はＰＣＲ検査センタ

ーとするため陸上競技場は使用しないことが決定しており、状況によっては来年度

も継続する可能性がある。 

・丸亀市総合運動公園陸上競技場を石置場にすることの問題点として、指定管理者の丸

亀市体育協会が例年１２月に翌年度の施設利用計画を立てているため、いつまで石

材を置くかを明らかにする必要があり、石垣復旧工事開始のタイミングで全ての石

材搬出の時期を伝えることにしている。また、大規模イベントで陸上競技場を駐車場

にしており、駐車場不足が懸念されるが、別紙のとおり南側を駐車場として使えるよ

うに残すことを検討している。 

・石材置場が他に見つからないので、陸上競技場を石材置場として利用することを御審

議願いたい。 

 

・多目的広場予定地と陸上競技場の両方を使用する予定か。（ボートレース事業部次長） 

→多目的広場予定地は使用しない。（文化財保存活用課長） 

 

・ヘリポートはスポーツ推進課で調整となっているが、どのような調整か。年間を通し



た行事ではないが定期的に合同防災訓練に使用している。ヘリコプターの離着陸時

に散水しなくても利用できるので緊急時の着陸場としており、違う場所にする場合

には航空局に申請が必要。臨時着陸場は１２箇所あり、丸亀病院のグラウンドもある

が使用できないので、どんどん減っている。代替地の想定があればいいが、そのよう

な調整はできているのか。（消防長） 

   →ヘリポートについて危機管理課に一報を入れ、石を置く期間については休止の取り

扱いになると聞いている。県警に連絡したところ、代替候補地は幾つか検討するとい

うことで県警に預けている。（スポーツ推進課体育施設担当長） 

 

  ・進入路はどのように考えているのか。（市民生活部長） 

   →２案あり、北側の三角地西寄りか、南側の駐車場の進入路のどちらかで考えている。

南側は１０ｔトラックが入れないので改修が必要になる。（文化財保存活用課長） 

 

  ・南側はＰＣＲ検査の通路となっており、長期に渡り占有されると想定でき、南側から

大型車が進入すると体育館を含め全体の機能が損なわれることが懸念されるので、

北からの進入をお願いしたい。北から入る時の経路はどのようになるのか。（市民生

活部長） 

→北からの進入を鹿島建設に提案したが、１０ｔトラックが入るので道幅やトラックの

転回等が難しく、かなり作業効率が落ちると難色を示された。（文化財保存活用課長） 

 

・先代池の工事でもダンプは進入できており、現に運用している場所なので、作業効率

が落ちてでも多少の不便は理解していただき、綾歌総合運動公園に持っていくより効

率がいいのであれば、北からの進入で総合運動公園でいいと思う。南から通常どおり

進入できればいいが、現に活用している総合運動公園なので十分配慮していただきた

い。（市民生活部長） 

→すぐに回答できないので今後検討し協議させてもらうが、石置場を多目的広場予定地

から総合運動公園に変更する件については了承でよろしいか。（文化財保存活用課長） 

→了承 

 

 

４  出席状況  

⑴ 本部構成者（第３条） 

職 氏 名 出欠 

市 長 梶   正 治 ○ 

副 市 長 徳 田 善 紀 ○ 

教 育 長 金 丸 眞 明 ○ 



モーターボート  

競走事業管理者 
大 林   諭 ○ 

市 長 公 室 長 横 田 拓 也 ○ 

総 務 部 長  栗 山 佳 子 ○ 

健康福祉部長  宮 本 克 之 ○ 

市民生活部長 小 山 隆 史 ○ 

都市整備部長  吉 本 博 之 ○ 

産業文化部長  山 地 幸 夫 ○ 

ボートレース  

事 業 局 次 長 
矢 野 浩 三 ○ 

教 育 部 長  石 井 克 範 ○ 

消 防 長 田 中 道 久 ○ 

議会事務局長  渡 辺 研 介 ○ 

 

(2) 関係職員 

   市長公室職員課長                井 上 孝 敏 

   市長公室秘書政策課長              窪 田 徹 也 

総務部財務課長                 宮 西 浩 二 

 市民生活部スポーツ推進課長           吉 田 比夫美 

   市民生活部スポーツ推進課体育施設担当長     小 林 昌 弘 

 

(3) 事務局 

   教育部文化財保存活用課長            七 座 武 史 

   教育部文化財保存活用課丸亀城管理室長      上 甲 育 司 

   教育部文化財保存活用課丸亀城管理室主査     真 鍋 和 江 


